
 

 

３６（サブロク）協定のない残業は法違反です！！ 
～３６協定は過半数組合又は労働者の過半数代表者と締結してください～ 

 

あなたの会社では、労働者に時間外労働または休日労働をさせることはありますか？ 

   残業させる場合には、「時間外労働・休日労働に関する協定」（いわゆる「３６(サブロク)
協定」）を適正に締結し、労働基準監督署長に届け出る必要があります。 

  ３６協定は、過半数組合または労働者の過半数代表者と適正に締結してください。 
 
。 
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【３６協定の締結・届出のポイント】 

１ ３６協定とは 

労働基準法では、 

・１週間について40時間、１日について８時間の労働時間の上限 

・１週間に1日、または４週間を通じて４日以上の休日を与えること 

を規定しています。 

この労働時間の上限を超えて残業（時間外労働・休日労働）させる場合は、事前に、     

「３６協定」（労使協定）を締結し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。 
 
２ ３６協定の締結当事者 

３６協定は「使用者」と「労働者の過半数代表者」とが締結します。 

労働者の過半数代表者は、民主的な方法で選出された労働者で、管理監督者でない者   

（監督又は管理の地位にない者）である必要があります。 
 
３ ３６協定の内容 

３６協定の内容は「時間外労働の限度に関する基準（平成 10年労働省告示第 154号）」に   

適合している必要があります。 

具体的には、延長時間（時間外労働を行わせることができる時間）の限度を、       

１か月45時間、１年360時間とする必要があります。 
 
４ ３６協定の届出 

  ３６協定を事業場を管轄する労働基準監督署長に届け出なければ、３６協定で定める   

範囲であっても時間外労働・休日労働を行わせることができません。 
 
５ ３６協定の周知 

  ３６協定は、作業場の見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付などの方法により、  

労働者に周知する必要があります。 

 

☆ 詳しくは、             

各リーフレットを 

御覧ください。   

 

Press Release 

「３６協定のない残業は法違反です!!」 「３６協定を締結する際は、 

   過半数組合・過半数代表者と、 

   書面により協定をしてください」 

「時間外労働の限度に関する基準」 「労働時間・休日と 

 ３６協定について」 



■ あなたの会社では、労働者に時間外労働（法定労働時間※１を超えての労働）
または休日労働（法定休日※２における労働）をさせることはありますか？
※１ 原則として、１日８時間、週40時間です。

ただし、使用する労働者が常時10人未満の①商業、②映画・演劇業その他興行の事業 （映画の制作の
事業を除く）、③保健衛生業、④接客娯楽業においては、1日8時間、週44時間です。

※２ 週に１日または４週に４日与える必要がある休日です。

■ 残業させる場合には、「時間外労働・休日労働に関する協定」（いわゆる「36
（サブロク）協定」）を締結し労働基準監督署長に届け出る必要があります。

36協定を事業場を管轄する労働基準監督署長に届け出なければ、36協定で
定める時間外労働・休日労働を行わせることができません。

■ 36協定は「使用者」と「労働者の代表※３」とが締結します。

※３ 「労働者の代表」とは、次の者をいいます。

① 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合

② 上記①の労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者（以下のいずれにも
該当する者）

■ 36協定は事業場（本社、支店、営業所など）ごとに締結することが必要です。

36協定は、作業場の見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付などの
方法により、労働者に周知する必要があります。

～ 36協定の締結・届出のポイント ～

● 監督または管理の地位にある者でないこと。

→ 部長、工場長、支店長などで、管理監督者に該当する方は、労働者の信任
が得られていても、過半数を代表する者にはなれません。

● 過半数を代表する者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の
方法による手続で選出された者(民主的な方法で選出された者)であること。

36（サブロク）協定のない残業は

１ 36協定は誰と締結するの？

36協定の内容は「労働時間の限度に関する基準（平成10年労働省告示第154
号）」に適合している必要があります。（詳細はリーフレット「時間外労働の限度に関する基準」を参照ください。）

２ 36協定はどのような内容なの？

３ 36協定は届出が必要なの？

４ 36協定は周知が必要なの？

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
～ ご不明な点は、お近くの労働基準監督署へご相談ください。 ～

（H29.1）
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労働基準法が定める労働時間の上限
（「法定労働時間」と呼ばれます。）を超えて働かせること
を「時間外労働」と呼び、３６協定届が必要となります。
右記載の法定休日以外の休日に働かせる場合も３６協定の

対象となります。

時間外労働とは
労働基準法が定める、

最低限与えるべき休日（「法定休日」
と呼ばれます。）に働かせることを
「休日労働」と呼び、３６協定届が
必要となます。

休日労働とは

時間外労働・休⽇労働を⾏う場合の⼿続き （ 記載事項等と作成要領 ）

３６協定は

等について協定を⾏い、労働基準監督署に届出ておかなければなりません。
３６協定届の作成は、下の「記載例」を参考にしてください。
また、協定時間については、上限としての限度基準を下部に示していますので、期間ごとの時間数を参考にしてください。

時間外労働の限度に関する基準

労働時間・休日 と３６協定 について

労働基準法は1日及び1週間の労働時間の上限を規定しています。また、1週間に1日又は4週間を通じて4日以上の休日を与える
ことを規定しています。
この労働時間の上限を超えて労働させる場合、または休日に労働させる場合は、事前に労使協定を締結し労働基準監督署⻑に
届け出なければなりません。この労使協定のことを「３６協定」と呼んでいます。

労働基準法

和歌山労働局監督課 ℡ ０７３（４８８）１１５０
和歌山労働基準監督署 ℡ ０７３（４８８）１２００
御 坊労働基準監督署 ℡ ０７３８（２２）３５７１
橋 本労働基準監督署 ℡ ０７３６（３２）１１９０
田 辺労働基準監督署 ℡ ０７３９（２２）４６９４
新 宮労働基準監督署 ℡ ０７３５（２２）５２９５

時間外・休日労働に関する協定届（３６協定届）
は、上記の「Wordﾌｧｲﾙ」「PDFﾌｧｲﾙ」のリンクアドレス（URL）
又はQRコードから、様式をダウンロードしていただくこともできます。
詳細は、労働局または労働基準監督署へお尋ねください。

３６協定の届出様式
・Word ﾌｧｲﾙ ・PDF ﾌｧｲﾙ

期間 限度時間

1週間 15時間

2週間 27時間

4週間 43時間

1か月 45時間

2か月 81時間

3か月 120時間

1年間 360時間

① 時間外労働または休日労働をさせる必要のある具体的事由
② 業務の種類
③ 対象労働者数
④ 1日及び1⽇を超える⼀定の期間について延⻑することができる時間または労働させることができる休日

記 載 例

2017.12



｢時間外労働・休日労働に関する協定（３６協定）」締結の際は、その都度、当該

事業場に➀労働者の過半数で組織する労働組合（過半数組合）がある場合はその労

働組合、②過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者（過半数代表者）

と、書面による協定をしなければなりません。

また、①の過半数組合の要件を満たさない場合、②の過半数代表者の選出が適正

に行われていない場合には、３６協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効

になり、労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせることはできません。

本リーフレットを参考に適切に締結を行っていただくようお願いします。

事業主・労働者の皆さまへ

過半数組合がある場合

過半数組合の要件１

■ 事業場に使用されているすべての労働者の過半数で組織する
組合であること

すべての労働者
（パートなども含む）

労働組合員数
＞50％

３６協定の締結時に、改めて、事業場の労働者数及び労働組合員数を確
認し、過半数組合となっているかを必ずチェックしてください。

労働者の過半数で組織する労働組合

その労働組合がない場合は

労働者の過半数を代表する者

正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めた事業場のすべての労働者の
過半数で組織する労働組合でなければなりません。

「３６協定｣を締結する際は、

との、書面による協定をしてください。

労働組合に確認しましょう!

サ ブ ロ ク

✓

※３６協定の締結・届出に代えて、労使委員会（労働基準法第38条の４第１項に基づくもの。）又は労働時間設定改善委員会
の決議・届出により、時間外・休日労働を行うことができます。



■ 労働者の過半数を代表していること

■ ３６協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らか
にした上で、投票、挙手などにより選出すること

正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を
代表している必要があります。

■ 労働基準法第４１条第２号に規定する管理監督者でないこと
管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な
立場にある人を指します。

２
過半数組合がない場合

過半数代表者の要件と選出のための正しい手続

選出に当たっては、正社員だけでなく、パートやア
ルバイトなどを含めたすべての労働者が手続に参
加できるようにする必要があります。

選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を
支持していることが明確になる民主的な手続（投
票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議）
がとられている必要があります。

使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、
その人は３６協定を締結するために選出されたわけではありませんので、３６協定
は無効です。

３６協定の締結に当たり、労働者側の当事者となる過半数代表者については、
過半数代表者本人に聞くなどにより、次の３事項を必ず確認してください。

①労働者の過半数を代表していること

②その選出に当たっては、すべての労働者が参加した
民主的な手続がとられていること

③管理監督者に該当しないこと

労働基準監督署に届け出た３６協定は労働者に周知しなければなリません。

⇒周知しなかった場合、労働基準法第106条違反です（30万円以下の罰金）。

・常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける

・書面を労働者に交付する

・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、
各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する

〈周知の具体例〉

（H29.1２）
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

✓
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・
労
使
は
、
36
協
定
届
の
様
式
を
用
い
て
36
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
他
の
形
式
で
36
協
定
を
締
結
し
、
こ
れ
を
協
定
届
様
式
に
転
記
し
届
け
出
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

・
必
要
事
項
の
記
載
が
あ
れ
ば
、
協
定
届
様
式
以
外
の
形
式
で
も
届
出
で
き
ま
す
。

・
36
協
定
の
届
出
は
電
子
申
請
で
も
行
え
ま
す
。

事
業
場
（
工
場
、
支
店
、
営
業
所

等
）
ご
と
に
協
定
し
て
く
だ
さ
い
。

原
則
と
し
て
１
日
８
時
間
、
週
40
時
間
を

超
え
て
延
長
す
る
時
間
を
協
定
し
ま
す
。

事
由
は
具
体
的
に

定
め
て
く
だ
さ
い
。

業
務
の
範
囲
を
細
分
化
し
、

明
確
に
定
め
て
く
だ
さ
い
。

管
理
監
督
者
は
労
働
者
代
表
に
は
な
れ
ま
せ
ん
。

３
か
月
を
超
え
る
１
年
単
位
の

変
形
労
働
時
間
制
が
適
用
さ
れ

る
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
②
の

欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

・「
1日
を
超
え
て
3か
月
以
内
の
期
間
」
と
「
1年
間
」
に
つ
い
て
協
定
が
必
要
で
す
。

・
協
定
時
間
は
限
度
時
間
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

（
た
だ
し
、
限
度
基
準
が
適
用
さ
れ
な
い
業
種
を
除
き
ま
す
）

協
定
の
有
効
期
間
は
１
年
間
と

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
で
す
。

協
定
届
様
式
を
用
い
て
協
定
す
る
場
合
は
、

署
名
又
は
記
名
押
印
を
し
て
く
だ
さ
い
。

36
協
定
の
締
結
を
す
る
者
を
選
ぶ
こ
と
を
明
確
に
し
た
上
で
、
投
票
・
挙
手
等
の

方
法
で
選
出
し
て
く
だ
さ
い
。
使
用
者
の
指
名
で
選
ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。


